
１　総括

3 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
職員数には当該職員を含んでいません。

(3)　ラスパイレス指数の状況

（注）１

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（注）　1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、平成２６年４月１日現在の人数です。

３

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職
員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の
俸給月額を100として計算した指数です。

平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置
がないとした場合の値である。

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

区分
(参考)一人当たり (参考)類似団体

期末・勤勉手当 計　　B 給与費 B/A 平均一人当たり給与費

２６年度
千円 千円 千円 千円

2,722,543 11,615,564 6,379 6,511

職員数
Ａ
人

1,821

給料
千円

7,414,680

職員手当
千円

1,478,341

給    与    費

福島市の給与・定員管理等について

区分
歳出額 実質収支 人件費 人件費率 (参考)

Ａ B Ｂ／Ａ ２５年度の人件費率

２６年度
千円 千円 千円 ％ ％

188,866,965 4,889,999 16,544,790 8.8 10.7

住民基本台帳人口
(平成２７年1月1日)

人

284,948

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

（H24.4.1）

103.6 

（H24.4.1）

100.3 （H24.4.1）

98.8 

(H25.4.1)

101.4 (H25.4.1)

100.1 (H25.4.1)

98.5

（H26.4.1）

101.6 （H26.4.1）

100.0 （H26.4.1）

98.6 

（H27.4.1）

101.8 （H27.4.1）

100.0 
（H27.4.1）

98.7 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

福島市 類似団体平均 全国市平均
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※ラスパイレス指数が100を超えている理由及び改善の見込み。

①月例給

「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均
給与月額です。

①特別給（期末・勤勉手当）

「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

① 給料表の見直し

[　実施　]

（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日

② その他の見直し内容
単身赴任手当について福島県に準拠し見直しを実施。管理職員特別勤務手当について、福島県の見直し
内容に合わせ手当の新設を行なった。

0.15月 4.1月

平成27年度

給与改定率民間給与 
A

公務員給与 較差 勧告
B A－B （改定率）

（参考）
　　国の改定率

0.4%

平成26年度
4.05 3.90月

国においては、給与構造の見直しを平成１８年４月１日に実施したが、本市では、給与システムの改修、
その他制度設計に時間を要したため、実施時期が１年遅れたため。（平成19年4月1日実施）
なお、ラスパイレス指数の抑制措置として、平成２５年１月１日の定期昇給について、６ヶ月の延伸を
実施した。
また、平成２４年１月１日の定期昇給において、標準昇給号数「４号給」を「２号給」とした５０％の
カットを行っている。

（改定月数）

(5)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

(4)　給与改定の状況

区　分
人事委員会の勧告

382,898

（内容）　一般行政職の給料表について、福島県に準拠し平均1.0%引下げ、若年層については、引上げ
　　　　を行ない、高齢層を中心に最大3％程度の引下げを実施。
　　　　　激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

（0.17%）
382,226 632円

（注）

（注）

区　分
人事委員会の勧告

年間支給月数
（参考）
　　　国の年間
　　　支給月数

民間の支給 公務員の 較差 勧告
割合　 　　　A 支給月数 B A－B
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２　職員の平均給料月額、初任給等の状況

①

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円

②

歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 円 円 － － －
歳 人 円 － 円 － － －
歳 人 円 円 円 － － －

円 円
円 円
円 円
円 円

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

③ 教育職

歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円

「平均給料月額」とは、平成２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

うち清掃職員 6,178,644 3,952,300 1.56

調理士 43.1 249,200 1.49

－

228,500 2.20

335,000
国 43.5

56.6

　福島県 47.5 408,800 451,214
　類似団体 40.0 316,623 363,125

３ 　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、給与

改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（平成24年～26年の3ヶ年平均）。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された
期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　福島市 41.9 348,533 384,334
　　うち幼稚園教育職 38.3 310,600 337,942
　　うちその他の教育職 49.3 424,400 485,161

用務員 54.6 200,300 1.84
うち運転手 55.3 5 399,900 502,100 425,700 自家用自動車運転手

（注）１

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて２

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

手当等を除いたもの）で算出しています。

うち運転手 7,903,100 3,013,900 2.62

48.3 124 328,514 388,444 364,101

328,318 －
－

参考
年収ベース（試算値）の比較

公務員

78 346,800 370,677 357,102

－ －

370,300 413,761 389,774

国 50.2 2,994 289,141

3,325,400 1.81

うち学校給食員 47.2

307,200うちその他 42.2 29 343,548 325,138

うち用務員 46.1 125 338,400 368,876 355,099

（D)

類似団体

福島市

職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２７年４月１日現在）
一般行政職

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

福島市 40.8 325,000 403,693 349,558
420,845 365,724

区分
公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
（A）

平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種 平均年齢 平均給与月額

（B） A／B

福島県 42.8

福島市

（１）

334,283 - 408,996
類似団体 41.8 323,064 423,877 373,485

技能労務職

46.3 288 340,400 371,463 356,357 －
うち清掃職員 47.0 51 348,700 382,362 369,278 廃棄物処理業従業員 44.9 289,500 1.32

－
福島県 53.8 258

うち用務員 5,961,380 2,774,400 2.15

民間
C／D

（C）
－

区分

うち学校給食員 6,004,524
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円 円 円
円 円 円
円 円

円

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

該当者なし

高校卒 150,800 150,800 142,100

経験年数10年
269,800
220,600
215,900

経験年数20年
374,400
329,700
271,000

経験年数25年
388,400
374,800
353,700

経験年数30年
418,500
387,900

186,000 174,200

技能労務職
高校卒 142,400

技能労務職
高校卒
中学卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし

385,600

148,400 -
中学卒 － 139,900 -

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在）
区分

一般行政職
大学卒
高校卒

（注） 国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

(2)　職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在）
区分 福島市 福島県 国

一般行政職
大学卒 186,000
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

人 ％
 

円 円
人 ％

 
円 円

（注）

154 14.1
３　級 係長 224 20.4
４　級 困難な業務を分掌する係長 315 28.7
５　級

193,400
230,300
265,800
293,200
324,900
370,400
417,500

(2)　昇給への勤務成績の反映状況

　昇給日前1年間に係る勤務成績に応じ、良好である職員については、４号給（５５歳を超える職員は２号給）
とすることを標準として決定しています。

最高号給の給料月額

252,000

７　級 部次長 29 2.6
８　級 部長 21 1.9

（注）１ 福島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　平成１９年に９級制から８級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

455,400
480,200

課長補佐 110 10.0
６　級 課長 77 7.0

(1)　一般行政職の級別職員数の状況（平成２７年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　級 主事 166 15.1

1号給の給料月額

141,700
310,700
357,800
393,000
409,600
421,800

２　級 副主査

1級, 15.1 1級, 12.6 1級, 9.0 

2級, 14.1 
2級, 14.0 

2級, 12.6 

3級, 20.4 
3級, 20.7 

3級, 14.9 

4級, 28.8 
4級, 29.0 

4級, 35.3 

5級, 10.0 
5級, 10.4 

5級, 13.1 

6級, 7.0 6級, 8.0 
6級, 7.2 

7級, 2.7 7級, 3.1 7級, 5.9 

8級, 1.9 8級, 2.2 8級, 2.0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２７年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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４　職員の手当の状況

26 26 26

（ 26 （ 26 （ 26

（ （ （ （ （ （

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(1)　期末手当・勤勉手当
福島市 福島県 国

１人当たり平均支給額（ 年度）

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額です。

(3)　地域手当
なし

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分 49.59 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算） 　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
1人当たり平均支給額 4,579 千円 24,498 千円

勤続25年 29.145 月分 34.5825 月分 勤続25年 29.145 月分 34.5825 月分
勤続35年 41.325 月分 49.59 月分 勤続35年 41.325 月分 49.59 月分

（注
）

　(    )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(2)　退職手当（平成２７年４月１日現在）
福島市 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分 勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分

基準日以前６ヶ月に係る勤務した期間に応じて、勤勉手当の支給を行っています。

1.4 ）月分 0.7 ）月分 1.4 ）月分 0.7 ）月分 1.45 ）月分 0.7 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加
算措置
・役職加算　5～20%
・管理職加算　15～25%

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算　5～20%
・管理職加算　10～25%

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
・役職加算　5～20%

年度支給割合） 年度支給割合） 年度支給割合）
期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当    

2.55 月分 1.5 月分 2.55 月分 1.5 月分 2.60 月分 1.5 月分

1,684 千円 － 千円

１人当たり平均支給額（ 年度） １人当たり平均支給額（ 年度）

1,495 千円
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グレーダ、トラク
ターショベル又は
ロードスイーパーの
運転業務に従事した
場合

33千円特殊自動車運転手当
建設部道路管理課に勤務する
職員

日額　300円

市税等事務従事手当
財務部又は市民部国保年金課
に勤務する職員

第一種手当
・月額　5,800円
・庁外において市税等の徴収事務に従事し
た場合
日額　450円
第二種手当
・庁外において市税等の滞納に係る動産の
差押え等
日額　450円

税外徴収手当

市民部国保年金課に勤務する
職員

日額　450円

健康福祉部長寿福祉課に勤務
する職員

建設部建築住宅課に勤務する
職員

都市政策部市街地整備課に勤
務する職員

下水道部下水道総務課に勤務
する職員

防疫作業手当 右記業務に従事した職員 日額　350円

専ら市税等の賦課、
徴収等の事務に従事
した場合

清掃作業手当
環境部あぶくまクリーンセン
ター又はあらかわクリーンセ
ンターに勤務する職員

一回　300円

一頭　50円

感染症の発生を予防
し、又はそのまん延
を防止するための消
毒等の作業に従事し
た場合

毒物及び劇物取締法
施行令(昭和30年政令
第261号)に定める有
機燐製剤の調製及び
散布の作業若しくは
実地指導に従事した
場合

2千円

クリーンセンターの
焼却炉内の指示及び
点検作業に従事した
場合

動物の死体処理作業
に従事した場合

8098千円

庁外において国民健
康保険診療報酬等の
徴収事務に従事した
場合

庁外において介護保
険料の徴収事務に従
事した場合

庁外において住宅使
用料の徴収事務に従
事した場合

116千円
庁外において土地区
画整理事業清算金の
徴収事務に従事した
場合

庁外において農業集
落排水事業分担金若
しくは使用料又は下
水道事業受益者負担
金の徴収事務に従事
した場合

106千円

(4)　特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）
支給実績（２６年度決算） 35,794 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 70,249 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度） 26.0 %
手当の種類（手当数） 14

手当の名称 主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価主な支給対象業務
支給実績
（平成26年
度決算）
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行旅死亡人その他の
死亡人の措置に従事
した場合

行旅病人の救護に従
事した場合

困難な保育業務又は
肢体不自由児の療育
訓練及び生活指導に
専ら従事した場合

397千円

一　水火災その他の
災害の現場作業

二　消防自動車、救
急自動車等の運転

三　消防法(昭和23年
法律第186号)に基づ
く救急業務

正規の勤務として交
替制で勤務した場合

12262千円

庁外において測量、
工事検査等の業務に
従事した場合

20ｋｇの分銅を使用
し、計量検査の業務
に従事した場合

吾妻高原牧場におい
て家畜の飼養又は機
械操作の作業に従事
した場合

庁外において騒音振
動等の調査の業務に
従事した場合

児童福祉業務手当
保育所又はこども発達支援セ
ンターに勤務する保育士又は
看護師

日額　150円

消防業務手当
消防本部又は消防署に勤務す
る職員が、右記に掲げる業務
に従事した場合

一勤務において出動があ
つた場合
一勤務　400円

正機関員月額
・大型免許所持者
　2,900円
・普通免許所持者
　2,300円

出動一回　150円

交替制勤務手当
消防本部又は消防署に勤務す
る職員

月額　5,800円

財務部、農政部、建設部、都
市政策部、下水道部又は支所
に勤務する職員

商工観光部商業労政課に勤務
する職員

農政部農業振興課に勤務する
職員

環境部環境課に勤務する職員

右記業務に従事した職員(消
防職の職員を除く。)

用地交渉業務手当 右記業務に従事した職員 日額　400円

社会福祉業務手当

福祉事務所に勤務する次に掲
げる職員
一　社会福祉法(昭和26年法
律第45号)第15条第1項に定め
る指導監督を行う所員及び現
業を行う所員
二　身体障害者福祉司
三　知的障害者福祉司

月額　7,600円

行旅死病人等措置手当 右記業務に従事した職員

一体　5,000円

一人　1,700円

10509千円

84千円特殊現場業務手当 日額　300円

0千円

災害が発生し、又は
発生するおそれがあ
る場合に、災害対策
本部の指揮下で、屋
外において応急作業
又は復旧作業に従事
した場合

庁外において公共の
用及び公共の利益の
ための土地の取得の
業務に従事した場合

0千円

社会福祉に関する業
務に専ら従事した場
合

4143千円
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右記業務に従事した職員 0千円

はしご付消防自動車
等で、地上又は水面
上１０ｍ以上の箇所
で、消火又は救出作
業に従事した場合

工事現場等で地上又
は水面上１０ｍ以上
の高所において、保
守点検、工事検査等
の業務に従事した場
合

44千円

二　原子力災害対策
特別措置法(平成十一
年法律第百五十六号)
第二十条第三項の規
定に基づく原子力災
害対策本部長の地方
公共団体の長に対す
る指示(以下「本部長
指示」という。)によ
り、帰還困難区域に
設定することとされ
た区域において行う
作業（前号に掲げる
ものを除く。）

三　本部長指示によ
り、居住制限区域に
設定することとされ
た区域において行う
作業（前二号に掲げ
るものを除く。）

高所作業手当

消防本部又は消防署に勤務す
る職員

一　原子炉建屋（規則で
定めるものに限る。）内
において行う場合
日額　40,000円

二　前号及び第四号に掲
げる場合以外の場合で
あって、故障した設備等
を現場において確認する
場合（市長が定めるもの
に限る。）
日額　20,000円

三　前二号及び次号に掲
げる場合以外の場合
日額　13,300円

四　規則で定める施設内
において行う場合
日額　 3,300円

一　屋外において行う場
合
日額　6,600円
 
二　屋内において行う場
合
日額　1,330円

一　屋外において行う場
合
日額　3,300円
 
二　屋内において行う場
合
日額　  660円

原子力災害対応作業手当

※平成二十三年四月二十二
日以後に原子力災害対応作
業（東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷地内
において行つた作業を除
く。）に従事した職員の屋
外作業に従事した時間（第
二項の規定により支給され
ないこととなる手当に係る
作業に従事した時間を含
む。）が一日について四時
間に満たない場合における
日額手当の額は、規定によ
り受けるべき額に百分の六
十を乗じて得た額とする。

一　東京電力株式会
社福島第一原子力発
電所の敷地内におい
て行う作業

日額　350円

右記業務に従事した職員
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四　本部長指示によ
り、原子力災害対策
特別措置法第二十八
条第二項の規定によ
り読み替えて適用さ
れる災害対策基本法
第六十三条第一項の
規定に基づく警戒区
域に設定することと
された区域において
行う作業（前三号に
掲げるもの及び本部
長指示により、避難
指示解除準備区域に
設定することとされ
た区域において行う
ものを除く。）

五　本部長指示によ
り、居住者等が避難
のための立退き又は
避難のための計画的
な立退きを行うこと
とされた区域におい
て行う作業（前各号
に掲げるもの及び本
部長指示により、避
難指示解除準備区域
に設定することとさ
れた区域において行
うものを除く。）

右記業務に従事した職員

一　屋外において行う場
合
日額　5,000円

二　屋内において行う場
合
日額　1,000円

0千円

(5)　時間外勤務手当
支給実績（２６年度決算） 745,849 千円
職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 409,582 円
支給実績（２５年度決算） 652,285 千円
職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 352,396 円

一　屋外において行う場
合
日額　6,600円

二　屋内において行う場
合
日額　1,330円

原子力災害対応作業手当

※平成二十三年四月二十二
日以後に原子力災害対応作
業（東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷地内
において行つた作業を除
く。）に従事した職員の屋
外作業に従事した時間（第
二項の規定により支給され
ないこととなる手当に係る
作業に従事した時間を含
む。）が一日について四時
間に満たない場合における
日額手当の額は、規定によ
り受けるべき額に百分の六
十を乗じて得た額とする。
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円

円

円

円

円

円

千円

異動等に伴い転居し、やむを得ない事
情により配偶者と別居し、単身で生活
する職員に支給
基本額23,000円、距離に応じた加算額
6,000円～45,000円

同じ 276

千円

同じ 77,452

千円

276,000

特別調整手当

管理又は監督の地位にある職員のその
職の特殊性に基づき、規則で指定する
職員に支給
定額で48,800円～96,000円

異なる

一般行政職の
場合
4級5種
46,300円～
10級1種
139,300円

158,930

393,157休日勤務手当

祝祭日及び年末年始等の休日におい
て、正規の勤務時間中に勤務すること
を命じられた職員に支給
勤務した全時間に対し、勤務1時間当た
りの給与額の135/100の割合を乗じた額

通勤手当

（支給要件）
通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担することを常例とする職
員、自動車等を使用することを常例と
する職員に支給。ただし、徒歩により
通勤するものとした場合の通勤距離が
片道2ｋｍ以上の職員に限る。
（支給額）
交通機関等利用者
　運賃相当額。ただし、運賃が35,010
円超の場合、超える額の1/2を加算
限度額38,010円
自動車等使用
距離に応じて、4,000円～19,500円

異なる

国において
は、交通機関
等利用者の限
度額55,000
円。また、自
動車等使用の
場合の距離区
分、支給額が
異なる。距離
に応じて、
2,000円～
24,500円

208,613 111,797

千円

779,069

単身赴任手当

扶養手当

配偶者　13,000円
配偶者以外の扶養親族　6,500円
配偶者のいない職員の扶養親族1人まで
11,000円
満16歳の年度初めから満22歳の年度末
までの子1人につき　5,000円加算

同じ
216,715 218,904

千円

住居手当

（借家・借間）
職員が、自ら居住する住宅を借り受
け、月額9,000円を超える家賃を支払っ
ている場合
・20,000円以下の家賃
家賃額－9,000円
・20,000円を超え52,000円未満の家賃
（家賃額－20,000）×1/2+11,000
・52,000円以上の家賃
27,000円

異なる

国において
は、月額
12,000円を超
える家賃を支
払っている職
員に支給。

115,523 259,602

千円

(6)　その他の手当（平成２７年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制度との

異同
国の制度と
異なる内容

支給実績
（26年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額（26

年度決算）
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円

円寒冷地手当

基準日（11月から翌年3月までの各月の
初日）において、支給対象地域に在勤
する職員に支給
基準日における地域の区分及び職員の
世帯等の区分に応じた額

同じ 2,403

千円

61,615

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜に勤務した
職員に支給
勤務した全時間に対し、勤務1時間当た
りの給与額の25/100割合を乗じた額

同じ
18,596 97,874

千円
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５　特別職の報酬等の状況（平成２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

( 27 年度支給割合） 　
（月 （ 月 、 月 ）

( 27 年度支給割合） 　
（月 （ 月 、 月 ）

円

円

（注）１ 給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

2

市　　　　長
副　 市 　長

1,047,600 1,118,000円　　／　　275,400円

930,000円　　／　　616,000円

724,000円　　／　　445,000円

660,000円　　／　　385,000円

606,000円　　／　　360,000円

区　　　分 給料月額等

議員報酬

議　　　　長 682,000

任期ごと

市　　　　長

給料月額×在職月数×支給率（46.6／１００）

給料月額×在職月数×支給率（29.7／１００）

副　 議 　長 635,900

議　　　　員 599,000

副　市　長

退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた
場合における退職手当の見込額です。

期末手当

3.05 ６月期 1.475

議　　　　員

12月期 1.575

議　　　　長

副   議   長 3.1 ６月期 1.475 12月期 1.625

給料

（参考）類似団体における最高／最低額

865,700

市　　　  長
副　 市 　長

退職手当

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

23,432,716 任期ごと

12,341,419
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６　職員数の状況

（各年４月１日現在）

人

人

＜参考＞

人

職員数は一般職に属する職員数です。

2 　[　　　　]内は、条例定数の合計です。

20歳 24歳

23歳 27歳
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

204

配置職員の見直しによる減
そ の 他 85 81 △ 4 業務移管等による減等

土　　木

一
般
行
政
部
門

計

4 4 0
79 78 △ 1 配置職員の見直しによる減等
40

下 水 道 37 32 △ 5

206 234職員数

普
通
会
計
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　　道

小　　計 212 203

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

区　　分

110
333 350 17 避難者支援業務等による増等

配置職員の見直しによる減
251 260 9 保育業務等による増等

労　　働
農林水産
商　　工

59歳 以上

52歳 56歳 60歳

18 139 201 172 179 198 249 250 212 0 2,058

(2)　年齢別職員構成の状況（平成２７年４月１日現在）

区分
20歳 28歳 32歳 36歳 40歳

未満 31歳 35歳 39歳

44歳 48歳

（注）１

計
43歳 47歳 51歳 55歳

2,034 2,058 24
〔2,491〕 〔2,491〕 〔0〕

△ 1

42 2 組織改正による増等

△ 9

182 191 9 配置職員の見直しによる減等

3 消防体制の強化による増

90 90 0

　　人口１万人当たり職員数 72.22

201 3 除染体制の強化等による増等

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生

職員数
対前年
増減数

主な増減理由
平成２６年 平成２７年

16 16 0

111

配置職員の見直し等による減
消防部門 260

　 （類似団体の人口１万人当たりの職員数 61.70 人）

教育部門 345 337 △ 8
263

合　　計

1,217 1,255 38
＜参考＞
　　人口１万人当たり職員数
　 （類似団体の人口１万人当たりの職員数

44.04
44.80 人）

小　　計 1,822 1,855 33
＜参考＞
　　人口１万人当たり職員数 65.10

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

20歳未満 20歳～23歳 24歳～27歳 28歳～31歳 32歳～35歳 36歳～39歳 40歳～43歳 44歳～47歳 48歳～51歳 52歳～55歳 56歳～59歳 60歳以上

構成比

5年前の
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（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数となります。

平成

２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年
過去５年間

の増減数（率）
　　　　　　　年　度
部門別

1,215

1,859 1,852

232235

1,921

（各年４月１日現在）     
(3) 職員数の推移

261 264 255 260 263

370380教育

消防

1,234

427

260

普通会計計

△ 21.0△ 54

1,891 1,855

21

△ 90337345

△ 66 △ 3.4

2,084 2,034 2,058 △ 120

1,822

1.2

405

1,225 1,227 1,217 1,255 1.7

△ 21.1

3

△ 5.5

257公営企業等会計計

総合計 2,178 2,133 2,094

203212242

一般行政

15



７　公営企業職員の状況

　1)

Ｂ
年度 ％ ％

(参考)市町村平均

Ａ 一人当たり給与費

年度 人

（注）１
2

　2)

歳 円 円
歳 円 円

（注）

　3)

千円 千円

（ （ （ （

勤続35年 41.325 月分 49.59

　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
その他の加算措置

29.145 月分 34.5825 月分

　　定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）
1人当たり平均支給額 0 千円 23,257 千円 1人当たり平均支給額 4,579 千円 24,498 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額です。

月分 勤続35年 41.325 月分 49.59 月分
最高限度額 49.59 月分 49.59 月分 最高限度額 49.59 月分

その他の加算措置

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(    )内は、再任用職員に係る支給割合です。

福島市 福島市（一般行政職・団体平均等）
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

イ　退職手当（平成２７年４月１日現在）

49.59 月分

勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分 勤続20年 20.445 月分 25.55625 月分
勤続25年 29.145 月分 34.5825 月分 勤続25年

（２５年度支給割合） （２５年度支給割合）
期末手当     勤勉手当     期末手当     勤勉手当    

2.55 月分 1.35 月分 2.55 月分 1.35 月分

福島市一般行政職

1.4 ）月分 0.65 ）月分 1.4 ）月分 0.65 ）月分

福  島  市 43.5 369,900 519,570
団 体 平 均 44.9 348,021 517,229
平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

福　島　市 団　体　平　均
１人当たり平均支給額（２６年度） １人当たり平均支給額（２６年度）

1,451 1,456

一人当たり
給料

91 436,048 73,199 156,737 665,984 7,319 6,219
　職員手当には退職給与金を含みません。
　職員数は、平成２７年３月３１日現在の人数です。

　　イ　特記事項

　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２７年４月１日現在）

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

純損益又は実質収支 職員給与費 総費用に占める職員給
与費比率

(参考)２５年度の
総費用に占める職

員給与費比率Ｂ／Ａ

　職員給与費の状況

26 千円 千円 千円 千円 千円 千円

26 千円 千円 千円
7,635,601 720,166 743,710 9.7 12.5

区分 職員数 給与費
職員手当 期末・勤勉手当 計　　B 給与費 B/A

　　ア　決算

(1)　水道事業

区分 総費用
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（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

手当の名称

ウ　特殊勤務手当

主な支給対象職員

0千円滞納整理手当

千円
職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 283,637 円
支給実績（２５年度決算） 28,977 千円
職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 308,266 円

支給実績（２６年度決算） 25,811

停水処分手当

現場業務手当

用地交渉手当

右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

右記業務に従事した職員

１件　１８０円

日額　３００円

日額　３５０円

エ　時間外勤務手当

停水処分に従事した場合

水道使用者の異動に伴う開閉栓業
務並びに異常水量、漏水、無届使
用及び転出の調査等に従事した場
合

配水管工事等の監督、立会、検
査、調査及び測量等に従事した場
合

配水管等の維持管理に従事した場
合

加圧ポンプ所等の維持管理に従事
した場合

高所及び深所での作業に従事した
場合

土地の売買及び賃貸借契約の交渉
業務に従事した場合

0千円

1700千円

13千円

支給実績（２６年度決算） 1,713 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 26,353 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度） 60.2 ％
手当の種類（手当数） 4

左記職員に対する支給単価

日額　４００円

主な支給対象業務

水道料金等の滞納整理に従事した
場合

支給実績
（平成26年度

決算）
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円

円

円

円

円

円

円

円

千円

扶養手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 14,270 222,969

千円

住居手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 7,112 296,333

千円

通勤手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 11,578 111,327

千円

千円

夜間勤務手当 一般行政職制度に同じ 同じ －

寒冷地手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円

単身赴任手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 0 0

千円

特別調整手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 12,716 748,000

千円

休日勤務手当 一般行政職制度に同じ 同じ － 166 16,600

0 0

オ　その他の手当（２７年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価（月額）
一般行政職の制度
との異同

一般行政職制
度と異なる内

容

支給実績
（26年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額
（26年度決算）
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